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規 則

高知県収入証紙条例施行規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

平成25年 3 月29日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第13号

高知県収入証紙条例施行規則の一部を改正する規則

高知県収入証紙条例施行規則（昭和39年高知県規則第28号）の

一部を次のように改正する。

第 5 条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「（証紙の売

渡しの請求）」を付する。

第 6 条に見出しとして「（証紙の売りさばき手数料）」を付

し、同条中「100分の3.15」を「前条第 1 項の規定による当該年

度における売渡しの請求に係る証紙の額面金額の合計額が 5 億円

までの部分にあっては100分の3.15と、 5 億円を超える部分に

あっては100分の2.1」に改める。

第11条第 2 項中「第 8 条第 2 項ただし書」を「第 8 条第 1 項た

だし書」に改める。

別記第 4 号様式を次のように改める。
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別記第 6 号様式から別記第 9 号様式までを次のように改める。
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附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、平成25年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則による改正前の高知県収入証紙条例施行規則別記様

式は、この規則による改正後の高知県収入証紙条例施行規則の

規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。

告 示

高知県告示第224号

高知県漁港管理条例（昭和38年高知県条例第17号）第32条第 1 

項の規定により指定管理者の指定をしたので、同条例第36条第 1 

号の規定により次のとおり告示する。

平成25年 3 月29日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　施設の名称

宇佐漁港プレジャーボート等保管施設

 2 　指定管理者となる団体の主たる事務所の所在地及び名称

高知市本町一丁目 6 番21号

高知県漁業協同組合

 3 　指定期間

平成25年 4 月 1 日から平成28年 3 月31日

高知県告示第225号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

その関係図面は、平成25年 3 月29日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成25年 3 月29日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　国道

 2 　路　線　名　439号

 3 　道路の区域

高知県告示第226号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。

その関係図面は、平成25年 3 月29日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県高知土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成25年 3 月29日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　高知南環状

 3 　道路の区域

高知県告示第227号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 1 項の規定により、

道路の区域を次のとおり変更する。                  

その関係図面は、平成25年 3 月29日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県中央西土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成25年 3 月29日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　思地川口

 3 　道路の区域

区 　　　 　間
延　　　　長

（メートル）

敷地の幅員

（メートル）

変更前

後の別

高岡郡四万十町下津

井字タキバタ山776

番36から

高岡郡四万十町下津

井字小下モノ山884

番 4 まで

〜 140前

〜 140後

7.5

28.7

15.4

44.6

区　　　　　間
変更前

後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　　長

（メートル）

高知市春野町弘岡上

字馬屋ノ尻3609番 1 

から

高知市春野町弘岡中

字柳ケ内1634番 1 ま

で

高知市春野町弘岡上

字上ケ三郎3637番 1 

から

高知市春野町弘岡中

字後田1650番 1 まで

高知市春野町弘岡上

字上ケ三郎3637番 1 

から

高知市春野町弘岡中

字後田1650番 1 まで

前

5.9

14.1

9.3

70.0

〜

〜

Ａ

Ｂ

9.3

70.0

〜後

2,499

2,527

2,527

　区 　 　　 間　
変更前

後の別

敷地の幅員

（メートル）

延　　　　長

（メートル）

吾川郡いの町勝賀瀬

字橋影3644番 9 から

吾川郡いの町勝賀瀬

字長原比3709番まで
後

2.7

19.3

2.7

19.3

〜

〜Ａ

Ｂ

5.4

10.5

〜

前 970

941

1,005

高知県告示第228号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。                  

その関係図面は、平成25年 3 月29日から 2 週間高知県土木部道

路課及び高知県中央西土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成25年 3 月29日

高知県知事　尾﨑　正直

 1 　道路の種類　県道

 2 　路　線　名　谷地日下停車場

 3 　道路の区域

公営企業局管理規程

高知県工業用水道規程の一部を改正する規程を次のように定め

る。

平成25年 3 月29日

高知県公営企業局長　安岡　俊作

高知県公営企業局管理規程第 1 号

高知県工業用水道規程の一部を改正する規程

高知県工業用水道規程（昭和41年高知県企業局管理規程第 3 

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

65
平成25年 3 月29

日

高岡郡日高村沖名字石切ケ

端6342番から

高岡郡日高村沖名字石佛

2073番 5 まで
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号）の一部を次のように改正する。

第 1 条中「について」を「に関し」に改める。

第 2 条の見出し中「申込み」を「申込手続」に改め、同条第 2 

項中「規定による」を削る。

第 3 条の見出し中「通知」を「通知方法」に改める。

第 4 条の見出し中「申込み」を「申込手続」に改め、同条第 1 

項中「を含む」を「を含む。次項において同じ」に改め、同条第

 2 項中「規定による」を削る。

第 5 条の見出し中「通知」を「通知方法」に改め、同条中「第

 6 条第 2 項」を「第 6 条第 2 項において準用する条例第 5 条第 2 

項」に改める。

第 6 条第 1 項中「第 9 条」を「第 9 条第 1 項」に、「承認申

請」を「承認の申請」に改める。

第 7 条中「次の各号に」を「次に」に改め、同条第 4 号中「別

表の」を「別表に定める」に改める。

第 8 条の見出し中「停止通知」を「停止の通知方法等」に改

め、同条第 1 項中「場合のほか」を「場合を除き」に改め、同条

第 2 項中「規定による」を削り、同条第 3 項中「に規定する停止

の」を「の規定に基づき給水を停止する」に改める。

第 9 条の見出し中「決定通知」を「決定の通知方法」に改め、

同条ただし書中「口座振替利用者」を「条例第14条第 3 項の規定

により口座振替の方法を利用する者」に、「別記第 7 号様式の

 2 」を「別記第 8 号様式」に改める。

第11条の見出し中「徴収」を「納期限等」に改め、同条第 1 項

中「毎月15日」を「毎月25日」に、「以下この条」を「以下この

項」に改め、同条第 2 項中「第14条第 2 項に規定する納入通知

書」を「第14条第 3 項の納付書」に、「の納期限前 7 日」を「に

規定する納期限の12日前」に改める。

第12条中「規定により」を「規定に基づき」に、「付して、す

みやかに」を「添付して、速やかに」に改める。

第13条の見出し中「届出」を「届出手続」に改め、同条第 2 項

中「規定による」を削り、「別記第 8 号様式」を「別記第 9 号様

式」に改める。

第14条中「規定による職員の身分を示す証票は、別記第 9 号様

式」を「身分を示す証明書は、別記第10号様式」に改める。

別記様式を次のように改める。
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附　則

（施行期日）

 1 　この規程は、平成25年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規程による改正前の高知県工業用水道規程別記様式は、

この規程による改正後の高知県工業用水道規程の規定にかかわ

らず、残品の限度で使用することができる。

人 事 委 員 会 規 則

高知県人事委員会事務局の組織に関する規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

平成25年 3 月29日

高知県人事委員会委員長　山本　俊二郎

高知県人事委員会規則第 2 号

高知県人事委員会事務局の組織に関する規則の一部を改

正する規則

高知県人事委員会事務局の組織に関する規則（昭和37年高知県

人事委員会規則第13号）の一部を次のように改正する。

第 3 条中第16号を第18号とし、第12号から第15号までを 2 号ず

つ繰り下げ、第11号の次に次の 2 号を加える。

(12)　職員団体の登録に関すること。

(13)　管理職員等の範囲の指定に関すること。

第 4 条中第12号及び第13号を削り、第14号を第12号とし、第15

号を第13号とし、第16号を第14号とする。

附　則

この規則は、平成25年 4 月 1 日から施行する。

高知県人事委員会の権限に属する事務の一部を事務局長に委任

する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成25年 3 月29日

高知県人事委員会委員長　山本　俊二郎

高知県人事委員会規則第 3 号

高知県人事委員会の権限に属する事務の一部を事務局長

に委任する規則の一部を改正する規則

高知県人事委員会の権限に属する事務の一部を事務局長に委任

する規則（昭和45年高知県人事委員会規則第21号）の一部を次の

ように改正する。

第 2 条第 4 号を次のように改める。

( 4 )　地方公務員法第 8 条第 1 項第11号に掲げる職員の苦情の

処理に関すること。

第 2 条第10号中アを削り、イをアとし、ウをイとし、エをウと

し、オをエとし、カをオとし、オの次に次のように加える。

カ　採用候補者選考請求書及び昇任候補者選考請求書の添付
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書類の省略に関すること。

第 2 条第11号ウ中「に係る」を「に限る」に改め、同条中第13

号及び第14号を削り、第15号を第13号とし、第16号を第14号と

し、第17号を第15号とし、同条第18号中「職務に専念する義務の

特例に関する条例（昭和26年高知県条例第 3 号）第 2 条の規定に

よる事務局職員の職務に専念する義務」を「事務局職員の職務専

念義務」に改め、同号を同条第16号とし、同条第19号中「事務局

職員及び」を「委員及び事務局職員並びに」に、「並びに復命の

受理」を「及び復命の受理並びに旅行依頼（変更依頼を含

む。）」に改め、同号を同条第17号とし、同号の次に次の 2 号を

加える。

(18)　事務局職員の週休日の振替等及び休日の代休日の指定、

休憩時間の短縮及び育児又は介護の場合の早出遅出勤務、時

間外勤務命令及び休日勤務命令、時間外勤務代休時間の指定

及び実績確認並びに休暇に関すること。

(19)　事務局職員の部分休業の承認の取消しに関すること。

第 2 条中第20号及び第21号を削り、第22号を第20号とし、第23

号を第21号とし、第24号を第22号とする。

附　則

この規則は、平成25年 4 月 1 日から施行する。

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

平成25年 3 月29日

高知県人事委員会委員長　山本　俊二郎

高知県人事委員会規則第 4 号

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改

正する規則

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成 6 年高知県

人事委員会規則第47号）の一部を次のように改正する。

第 9 条の 2 第 1 項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。

附　則

この規則は、平成25年 4 月 1 日から施行する。

警察職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部を改正

する規則をここに公布する。

平成25年 3 月29日

高知県人事委員会委員長　山本　俊二郎

高知県人事委員会規則第 5 号

警察職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部

を改正する規則

警察職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則（平成 6 年高

知県人事委員会規則第49号）の一部を次のように改正する。

第 8 条の 2 第 1 項中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める。

附　則

この規則は、平成25年 4 月 1 日から施行する。

人 事 委 員 会 訓 令

高知県人事委員会訓令第 1 号

人事委員会事務局

高知県人事委員会事務局次長等の専決及び代決規程の一部を改

正する訓令を次のように定める。

平成25年 3 月29日

高知県人事委員会委員長　山本　俊二郎

高知県人事委員会事務局次長等の専決及び代決規程の一

部を改正する訓令

高知県人事委員会事務局次長等の専決及び代決規程（昭和45年

12月高知県人事委員会訓令第 1 号）の一部を次のように改正す

る。

題名を次のように改める。

高知県人事委員会事務局の専決及び代決規程

第 1 条中「この規程は、」を「この規程は、高知県人事委員会

（以下「委員会」という。）の権限に属する事務の一部を」に、

「の権限」を「又は高知県人事委員会事務局次長（以下「次長」

という。）に、事務局長の権限」に、「高知県人事委員会事務局

次長（以下「次長」という。）」を「次長」に、「第 3 条」を

「第 4 条」に、「次長の不在のときは、その専決事項」を「事務

局長が不在のときは知事又は委員会の権限に属する事務のうち事

務局長に委任された事項及び事務局長が専決することができる事

項を次長に、次長が不在のときは次長が専決することができる事

項」に、「代決させるため、」を「代決させることに関し」に改

める。

第 5 条の見出しを「（専決及び代決の特例）」に改め、同条中

「第 2 条に定める次長の専決事項であっても、」を「専決するこ

とができる者（以下「専決権者」という。）又は代決することが

できる者（以下「代決権者」という。）は、専決又は代決をしよ

うとする事項が」に、「については、事務局長」を「である場合

は、委員会の議決又は上司」に、「受け」を「受けて」に改め、

同条第 1 号中「認める」を「認められる」に改め、同条第 2 号中

「、先例となるおそれがある」を「先例になるおそれがあると認

められる」に改め、同条第 3 号を次のように改める。

( 3 )　疑義があるもの又は紛議があり、若しくはこれを生ずる

おそれがあると認められるもの

第 5 条第 4 号中「前 3 号」を「前各号」に、「事務局長におい

て、事実を了知しておく」を「委員会の議決又は上司の決裁を受

ける」に、「認める」を「認められる」に改め、同号を同条第 5 

号とし、同条第 3 号の次に次の 1 号を加える。

( 4 )　委員会又は上司が特に指示した事項に係るもの

第 5 条に次の 1 項を加え、同条を第 7 条とする。

 2 　専決権者がこの規程の規定により専決することができる事項

には、当該専決権者より下位の職にある専決権者が専決するこ

とができる事項を含まないものとする。ただし、専決権者及び

代決権者がともに不在のときは、当該専決権者の上司が、当該

専決権者が専決することができる事項を決裁することを妨げな

い。

第 4 条中「第 2 条」を「第 3 条」に、「の専決事項」を「が専

決することができる事項」に改め、同条を同条第 2 項とし、同条

に第 1 項として次の 1 項を加える。

事務局長が不在のときは、次長が、知事又は委員会の権限に

属する事務のうち事務局長に委任された事項及び第 2 条に定め

る事務局長が専決することができる事項を代決することができ

る。

第 4 条を第 6 条とし、同条の前に次の 1 条を加える。

（類推による専決）

第 5 条　第 2 条から前条までに定める専決することができる事項

以外の事項であっても、法令に特別の定めがある場合を除き、

これらの事項から類推して専決することが適当であると認めら

れる事項については、専決することができる。

第 3 条中「総務課長は」を「総務課長は、事務局長の権限に属

する事務のうち」に改め、同条第 1 号を次のように改める。

( 1 )　事務局職員及び講師、調査員、参考人、証人等の内国旅

行の旅行命令（変更命令を含む。）及び復命の受理並びに旅

行依頼（変更依頼を含む。）に関すること。

第 3 条第 2 号中「週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変

更」を「部分休業の承認の取消し」に改め、同号を同条第 3 号と

し、同条第 1 号の次に次の 1 号を加え、同条を第 4 条とする。

( 2 )　事務局職員の週休日の振替等及び休日の代休日の指定、

休憩時間の短縮及び育児又は介護の場合の早出遅出勤務、時

間外勤務命令及び休日勤務命令、時間外勤務代休時間の指定

及び実績確認並びに休暇に関すること。

第 2 条中「次長は」を「次長は、事務局長の権限に属する事務

のうち」に改め、同条第 1 号及び第 2 号を次のように改める。

( 1 )　課長及び事務局職員（事務局長、次長及び課長を除く。

次条において同じ。）の職務専念義務の免除の承認に関する

こと。

( 2 )　課長の内国旅行の旅行命令（変更命令を含む。）及び復

命の受理に関すること。

第 2 条第15号を削り、同条第14号中「軽易で」を「軽易又は」

に、「事項の」を「事項に係る通知、」に、「及び届出」を「、

届出、依頼、証明等」に改め、同号を同条第21号とし、同号の前
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に次の 1 号を加える。

(20)　物品の保管、修繕、出納命令その他物品の管理に関する

こと。

第 2 条第12号及び第13号を削り、同条第11号中「見積金額が

200万円」を「台帳価格又は見積金額が1,000万円」に改め、

「（重要物品に係るものを除く。）」を削り、同号を同条第19号

とし、同号の前に次の 1 号を加える。

(18)　 1 件の見積金額又は評価額が500万円未満の物品の譲与

及び 1 件の台帳価格が500万円未満の物品の貸付けに関する

こと。

第 2 条第10号中「見積金額が100万円」を「見積金額又は評価

額が500万円」に、「取得（」を「取得（寄附の受納並びに」に

改め、同号を同条第17号とし、同条第 9 号中「 1 件の見積金額が

300万円未満の」及び「（重要物品を除く。）」を削り、同号を

同条第16号とし、同号の前に次の 5 号を加える。

(11)　資金前渡職員の指定及び前渡資金精算書に関すること。

(12)　次に掲げるものに係る概算払の決定に関すること。

ア　報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及

び退職年金、賃金、旅費、役務費、償還金、利子及び割引

料並びに公課費に係るもの

イ　アに掲げるもの以外のもの（交際費に係るものを除

く。）であって、 1 件の見積金額が500万円未満のもの

(13)　概算払の精算確認に関すること。

(14)　第12号ア及びイに掲げるものに係る支出負担行為及び経

費支出伺に関すること。

(15)　第12号ア及びイに掲げるものに係る施行決定、予定価格

の決定、指名競争入札参加者の決定、設計変更、債権譲渡の

承認、完成期限の延長、一時中止、出来高検査及び完成検査

に関すること。

第 2 条第 8 号を削り、同条第 7 号を同条第10号とし、同条第 6 

号中「歳出」を「収入及び支出の更正及び訂正、歳出」に、「戻

出」を「戻出並びに過誤納金の充当」に改め、同号を同条第 9 号

とし、同条第 5 号中「（交際費及び食料費に係るものを除

く。）」を「及び経費支出伺で既に決裁を得ている支出負担行為

決議書兼支出命令書」に改め、同号を同条第 8 号とし、同条第 4 

号中「調定」を「調定及び納入の通知並びに振替要求の決定」に

改め、同号を同条第 7 号とし、同号の前に次の 1 号を加える。

( 6 )　歳出予算の流用に関すること。

第 2 条第 3 号を同条第 5 号とし、同条第 2 号の次に次の 2 号を

加える。

( 3 )　課長の週休日の振替等及び休日の代休日の指定、休憩時

間の短縮及び育児又は介護の場合の早出遅出勤務、時間外勤

務命令及び休日勤務命令、時間外勤務代休時間の指定及び実

績確認並びに休暇に関すること。

( 4 )　課長の部分休業の承認の取消しに関すること。

第 2 条を同条第 2 項とし、同条に第 1 項として次の 1 項を加

え、同条を第 3 条とする。

次長は、委員会の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項

を専決することができる。

( 1 )　職員団体の登録事項の変更に関すること。

( 2 )　情報公開に関する事項で、次に掲げるもの

ア　高知県公文書開示審査会への諮問に関すること。

イ　公文書の開示の請求に対する決定及び通知並びに当該決

定に係る第三者からの意見の聴取に関すること。

ウ　ア及びイに掲げるもののほか、公文書の開示の実施に関

すること。

( 3 )　個人情報の保護に関する事項で、次に掲げるもの

ア　高知県個人情報保護制度委員会の意見を聴くこと。

イ　高知県個人情報保護審査会への諮問に関すること。

ウ　個人情報の開示、訂正及び是正の請求に対する決定及び

通知並びに開示の決定に係る第三者からの意見の聴取に関

すること。

エ　アからウまでに掲げるもののほか、個人情報の保護に関

すること。

( 4 )　軽易又は定例的な事項に係る通知、照会、回答、報告、

届出、依頼、証明等に関すること。

第 1 条の次に次の 1 条を加える。

（事務局長の専決事項）

第 2 条　事務局長は、委員会の権限に属する事務のうち、次に掲

げる事項を専決することができる。

( 1 )　規則その他の規程及びこれらに係る運用の通知並びに要

綱、要領等の改廃のうち、他の法令の改廃に伴い当然必要と

される規定の整理その他これに準ずる形式的なものに関する

こと。

( 2 )　職員団体の解散及び申請による登録の抹消に関するこ

と。

( 3 )　委員会が公平委員会の事務を受託している地方公共団体

に係る業務の状況の報告に関すること。

( 4 )　情報公開に関する事項で、公文書の開示の請求に係る異

議申立てに対する決定に関すること。

( 5 )　個人情報の保護に関する事項で、個人情報の開示、訂正

及び是正の請求に係る異議申立てに対する決定に関するこ

と。

( 6 )　事務局職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業の

承認に関すること。

( 7 )　委員会で決定された事項の告示、公告その他具体的な実

施に関すること。

( 8 )　通知（規則その他の規程に係る運用の通知を除く。）、

照会、回答、報告、届出、依頼、証明等に関すること。

本則に次の 1 条を加える。

（専決事項の報告等）

第 8 条　専決権者は、この規程の規定により専決することができ

る事項を決裁した場合に、当該事項が委員会又は上司において

了知しておく必要があると認められるものであるときは、当該

事項の内容について委員会又は上司に報告しなければならな

い。

 2 　代決権者は、この規程の規定により代決することができる事

項を決裁した場合に、当該事項が重要と認められるものその他

上司において了知しておく必要があると認められるものである

ときは、当該事項の内容について上司に報告し、又は当該事項

について上司の後閲を受けなければならない。

附　則

（施行期日）

 1 　この訓令は、平成25年 4 月 1 日から施行する。

（情報公開及び個人情報の保護に関する事項の専決の特例に関

する規程の廃止）

 2 　情報公開及び個人情報の保護に関する事項の専決の特例に関

する規程（平成 2 年 9 月高知県人事委員会訓令第 1 号）は、廃

止する。

高知県人事委員会訓令第 2 号

人事委員会事務局

高知県人事委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令を次の

ように定める。

平成25年 3 月29日

高知県人事委員会委員長　山本　俊二郎

高知県人事委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令

高知県人事委員会事務局処務規程（平成14年 8 月高知県人事委

員会訓令第 2 号）の一部を次のように改正する。

第 2 条第 1 号中「の委任を受けた」を「から委任された」に、

「高知県人事委員会の権限に属する事務の一部を事務局長に委任

する規則（昭和45年高知県人事委員会規則第21号）において事務

局長に」を「事務局長が知事又は委員会から」に、「高知県人事

委員会事務局次長等の専決及び代決規程（昭和45年12月高知県人

事委員会訓令第 1 号。第 3 号において「専決規程」という。）に

おいて」を「事務局長、」に、「専決することができるとされて

いる」を「専決することができることとされた」に、「次長又

は」を「事務局長、次長又は」に改め、同条中第 3 号を削り、第

 4 号を第 3 号とし、第 5 号から第10号までを 1 号ずつ繰り上げ

る。

第 5 条を次のように改める。

第 5 条　削除

第11条第 1 項中「別記第 1 号様式による回議書」を「回議書

（様式は、知事部局において使用する様式の例による。）」に改

める。

第19条第 1 項中「別記第 1 号様式による」を「同項の」に改め
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る。

第22条第 2 項中「別記第 1 号様式による」を「第11条第 1 項

の」に改める。

第28条第 3 項ただし書中「出勤簿」を「第34条第 1 項の出勤

簿」に改める。

第34条第 1 項中「別記第 8 号様式による出勤簿（以下この条に

おいて「出勤簿」という。）」を「出勤簿（様式は、知事部局に

おいて使用する様式の例による。）」に改め、同条第 2 項中「そ

の旨を」を「その旨を前項の」に改める。

第35条中「別記第 9 号様式による休暇承認願（休暇届）」を

「休暇承認願（休暇届）（様式は、知事部局において使用する様

式の例による。）」に改める。

第37条中「別記第10号様式による時間外勤務命令簿」を「時間

外勤務・休日勤務命令簿（様式は、知事部局において使用する様

式の例による。）」に改める。

別記第 1 号様式を次のように改める。

別記

第 1 号様式　削除

別記第 8 号様式から別記第10号様式までを削る。

附　則

この訓令は、平成25年 4 月 1 日から施行する。
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